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令和４年第１回千早赤阪村議会臨時会 

 

１． 招集年月日 

   令和４年１月１７日 

２． 招集の場所 

   千早赤阪村立保健センター 議事堂 

３． 出席議員        

   １番  千 福 清 英 

   ２番  井 上 浩 一 

   ３番  服 部 幸 令 

   ４番  徳 丸 初 美 

   ５番  平 田 常 信 

   ６番  田 村   陽 

   ７番  藤 浦   稔 

 

４． 欠席議員 

   なし 

５． 署名議員 

   ６番  田 村   陽    ７番  藤 浦   稔 

６． 地方自治法第１２１条により、説明のため出席した者の職氏名 

   村    長  南 本   斎 

   副  村  長  稲 山 喜与一 

   教  育  長  栗 山 和 之 

   理        事  赤 阪 秀 樹 

   理        事  菊 井 佳 宏 

   総 務 課 長  日 谷 順 彦 

   企 画 課 長  山 谷 光 代 

   会計管理者兼税務課長  北 浦 信 行 

   福 祉 課 長  尾 谷   浩 

   教 育 課 長  森 田 洋 文 

７． 職務のため議場に出席した者の職氏名 

   議会事務局長  柏 原 美 佳    議会事務局主査  石 橋 成 元 

８． 議事日程        

   日程第１ 会議録署名議員の指名について 

   日程第２ 会期の決定について 

   日程第３ 議案第１号 専決処分（令和３年度千早赤阪村一般会計補正予算 

（第１１号））の承認を求めることについて 

   日程第４ 議案第２号 令和３年度千早赤阪村一般会計補正予算（第１２号） 

   日程第５ 議案第３号 動産の取得について 

   日程第６ 議案第４号 動産の取得について 

   日程第７ 次期議会の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する 
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        事項について  
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午前１０時３０分 開会 

○千福議長 皆さんおはようございます。 

 ただいまの出席議員は７名です。定足数に達していますので、令和４年第１回千早赤阪

村議会臨時会を開会します。 

 まず初めに、１月１７日に開催されました議会運営委員会の報告を求めます。 

 田村議会運営委員長。 

○田村議会運営委員長 本日、１月１７日に開催しました議会運営委員会におきまして、

臨時会の上程予定議案の審議方法を審査しましたので報告いたします。 

 まず、本日の付議案件は議事日程のとおり、議案第１号から議案第４号の４件と議会運

営委員会の閉会中の継続審査です。 

 議案第１号から議案第４号までの４議案の審議方法については、本会議において審議す

ることに決しております。 

 次に、議事日程７、次期議会の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関

する事項についてを採決いたします。 

 また、本臨時会の会期は１月１７日の１日と決していますので、併せてご報告いたしま

す。 

 以上です。 

○千福議長 ありがとうございました。 

 これより本日の日程に入ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

○千福議長 議事日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、６番田村議員、７番藤浦議員

を指名します。 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

○千福議長 議事日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 本臨時会の会期は、本日１月１７日の１日にしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○千福議長 異議なしと認めます。よって、本臨時会の会期は本日１月１７日の１日と決

しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○千福議長 議事日程第３、議案第１号専決処分（令和３年度千早赤阪村一般会計補正予

算（第１１号））の承認を求めることについてを議題とします。 

 提案者の説明を求めます。 

 南本村長。 

○南本村長 議案第１号は、令和３年１２月２７日付で専決処分いたしました令和３年度

千早赤阪村一般会計補正予算（第１１号）について議会の承認を求めるものでございま

す。 

 本議案は、住民税非課税世帯等に関する臨時特別交付金における事務費に係る経費を補

正するものでございます。 

 内容につきましては担当より説明いたしますので、ご承認賜りますようお願い申し上

げ、提案理由といたします。 

○千福議長 詳細説明を日谷総務課長。 

○日谷総務課長 それでは、議案第１号令和３年１２月２７日付で専決処分いたしました

令和３年度千早赤阪村一般会計補正予算（第１１号）につきましてご説明申し上げます。 

 歳入歳出それぞれ７，６２６万７，０００円を追加し、予算総額を３５億９，７８４万

２，０００円とするものでございます。 

 それでは、１０ページをお開き願います。 

 まず、歳出でございますが、一般管理費、文書広報費及び介護保険費は、国庫補助金を

令和３年度の現計予算に充当するものでございます。 

 会計管理費の会計事務費は、住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業に伴う振込手数料

でございます。 

 社会福祉総務費は、住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業に係る事業費や職員人件

費、会計年度任用職員人件費などの経費でございます。 

 次に、８ページをお願いいたします。 

 歳入でございます。 

 国庫補助金は、住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務費補助金及び事業費補助金でご

ざいます。 

 繰入金は、財政調整基金繰入金でございます。 

 以上、説明とさせていただきます。 

○千福議長 お諮りします。 

 議案第１号については、会議規則第３９条第３項の規定により委員会付託を省略するこ

とにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○千福議長 異議なしと認めます。よって議案第１号については委員会付託を省略いたし

ます。 

 これより議案第１号に対する質疑に入ります。 

 ありませんか。 

 藤浦議員。 

○藤浦議員 この議案第１号について、ちょっと私ごとにもなるんですけども、私が区長

とか議員とかとして再三要望していた件についてです。 

 府道富田林五條線の路面標示や安全対策を行っていただくことに感謝します。まだ残さ

れた路線もあるので、引き続き積極的に取り組んでいただくことを要望しておきます。 

 職員さんも今回の補正予算の非課税世帯臨時給付金や３回目のコロナワクチン接種など

で、新庁舎建設もようやくスタートし多忙となりますけども、体調管理に気をつけてもら

いながら、村長もいつも言っておられる村民の安全・安心のために引き続き取り組んでい

ただきたいということを要望しておきます。 

 以上です。 

○千福議長 ほかにありませんか。 

 田村議員。 

○田村議員 今回の一般会計補正予算、この第１１号において、専決に至った理由という

のをお伺いしてよろしいでしょうか。 

○千福議長 尾谷課長。 

○尾谷福祉課長 本件につきまして、事業のほうが専決に至った経緯というご質問でござ

いますけども、昨年の１２月に国のほうから一定の事業の概要がございました。一定のス

ケジュールでいきますと、なるべく準備ができた自治体から早急に事業を始めていただき

たいという国のほうのご案内もございました。世間の事情と、また先に給付を行っており

ました子育て世帯への臨時特別給付金、子どもさんお一人につき１０万円の給付等の状況

も踏まえて、非常に住民の方からのご反応といいますかご質問等も福祉課のほうに寄せら

れておりました。 

 やはり、事業を早急に着手して開始し、一日でも早くこの給付の事業を進めるのが最善

と判断いたしましたので、今回専決で予算計上させていただいた次第でございます。 

 以上です。 

○千福議長 田村議員。 

○田村議員 分かりました。その件につきまして、ではこちらの振込っていうのは大体い
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つ頃行われる予定なのかお伺いいたします。 

○千福議長 尾谷課長。 

○尾谷福祉課長 今現在、スケジュールといたしましては、非課税世帯の対象の世帯の抽

出のほうを税務課のほうで行っていただいております。その対象世帯の抽出といいます

か、予算のまず電算会社との契約ですので、こちらの設計を今最終詰めておる段階でござ

います。その契約が出来次第、早急に対象者の抽出のほうのデータを行いまして、そこか

らまず現状の非課税世帯と思われる方につきましては、村のほうから確認書という形で口

座の情報等含めてこちらのほうの振込でよろしいですかというご案内を通知させていただ

く形になります。 

 こちらのほうは、早ければ２月１０日前後、中旬ぐらいまでには作業を終えられるんで

はないかなというふうに今のところ見込んでおるところです。もちろん前倒しでその抽出

作業が早く済むのであれば、もっと早くご案内のほうをさせていただきたいと思います。 

 実際に、家計急変の世帯の部分につきましては、これは申請ということになりますの

で、こちらの申請のご案内も随時ホームページや機会があるところで広報のほうはしてい

きたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○千福議長 ほかにありませんか。 

 田村議員。 

○田村議員 こちらは２月中頃に確認書を送付して、その確認書に申請書みたいなものが

ついているということですかね。それで、申請して給付という流れになっていくというこ

とでしょうか。 

○千福議長 尾谷課長。 

○尾谷福祉課長 手続の流れとしましては、先生がおっしゃられましたとおり、まず確認

書というのをご案内させていただきます。確認書では私は非課税世帯に間違いありません

ということを宣誓していただいて、返信用の封筒を同封しておりますのでそれで返信いた

だくことになります。その返信をしていただきまして確認ができた世帯から順次振込のほ

うをさせていただくと。申請といいますか、こちらのほうで非課税世帯というのがもう確

認できている世帯につきましては、そういう形で口座情報やそういったものが間違いない

ですということを返信していただくという手法になります。それ以降にお支払いのほうを

させていただくという形になります。 

 以上です。 

○千福議長 田村議員。 
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○田村議員 分かりました。では、ちょっと確認なんですけど、この申請が返信されない

場合には振り込まれないというふうに理解してよろしいでしょうか。 

○千福議長 尾谷課長。 

○尾谷福祉課長 はい。一定まず宣言していただくというか、前回の臨時特別給付金の口

座情報等を基にこの口座に振り込ませていただいてよいですかというお伺いの確認書です

ので、それを返送していただかない限りはその口座情報が確定できませんので、返信して

いただかないとお振込ができないということになります。 

○田村議員 分かりました。 

○千福議長 ほかにありませんか。 

 井上議員。 

○井上議員 家計急変とか今までの住民税非課税の世帯ということなんですけど、基本ベ

ースで大体どれぐらいの世帯があるんでしょうか。 

○千福議長 尾谷課長。 

○尾谷福祉課長 今回の予算の計上で見込ませていただいてる部分にはなるんですけど

も、非課税世帯で約６５２世帯、あと家計急変でおおむね１割程度の申請があるのではな

いかというところで６５世帯ということで、今のところ見込んでおるところです。 

 以上です。 

○井上議員 ありがとうございました。 

○千福議長 ほかにないですか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○千福議長 これにて質疑を終結します。 

 これより議案第１号に対する討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○千福議長 これにて討論を終結します。 

 本案にご意見はありませんか。 

（「意見なし」の声あり） 

○千福議長 これより議案第１号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○千福議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認することに決しまし
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た。 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

○千福議長 議事日程第４、議案第２号令和３年度千早赤阪村一般会計補正予算（第１２

号）を議題とします。 

 提案者の説明を求めます。 

 南本村長。 

○南本村長 議案第２号は、令和３年度千早赤阪村一般会計補正予算（第１２号）につい

てでございます。 

 本議案は、歳入歳出それぞれ１２８万７，０００円を追加いたしまして、予算総額３５

億９，９１２万９，０００円とするものでございます。 

 主な内容でございますが、各小・中学校におけるタブレット端末のＡＣアダプターの購

入経費等を補正するものでございます。 

 内容につきましては担当より説明いたしますので、ご議決賜りますようお願い申し上

げ、提案の理由といたします。 

○千福議長 詳細説明を日谷総務課長。 

○日谷総務課長 議案第２号令和３年度千早赤阪村一般会計補正予算（第１２号）につき

ましてご説明させていただきます。 

 歳入歳出それぞれ１２８万７，０００円を追加し、予算総額を３５億９，９１２万９，

０００円とするものでございます。 

 それでは、１０ページをお願いいたします。 

 歳出でございますが、教育指導費は各小・中学校におけるタブレット端末ＡＣアダプタ

ーの購入経費でございます。 

 一般管理費及び学校維持管理費は、各小・中学校の消防設備点検において不良箇所の修

繕費に伴う経費でございます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 歳入でございます。 

 教育費国庫補助金は学校保健特別対策事業費補助金で、事業費の２分の１の経費が補助

対象となっております。 

 基金繰入金は、財政調整基金からの繰入れでございます。 

 以上、説明とさせていただきます。 

○千福議長 お諮りします。 

 議案第２号については、会議規則第３９条第３項の規定により委員会付託を省略するこ
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とにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○千福議長 異議なしと認めます。よって、議案第２号については委員会付託を省略しま

す。 

 これより本案に対する質疑に入ります。 

 ありませんか。 

 田村議員。 

○田村議員 頂いてる資料で、今回ＡＣアダプターを５０本購入するということになって

ますけども、この５０本という数の根拠というのはどのあたりにあるのかをお伺いしま

す。 

○千福議長 森田課長。 

○森田教育課長 今回のＡＣアダプターにつきましては、２学期からも子どもたちが家庭

にタブレット端末を持ち帰っておるところでございます。 

 その際に、ＡＣアダプターも一緒に持って帰りまして家で学習をしておるというところ

なんですけれども、家庭での充電ができてないケースとそのＡＣアダプター、タブレット

は持ってくるんですが、アダプターを忘れてくる子どもたちが非常に出てきているという

ところで、タブレット端末を開けてみるともう充電がほとんどない状態というところで、

学校での使用に支障が出てきているというところです。 

 今回、５０本というところは根拠的には１校１００人程度の児童・生徒なんですが、余

裕を見てですけれども、半数程度確保しておけば子どもたちも学校で支障なく使えるであ

ろうという判断で、今回補正予算をお願いしたところでございます。 

 以上でございます。 

○千福議長 田村議員。 

○田村議員 分かりました。一つ、タブレット端末の一種の予備というかそういった形で

の購入ということですね。分かりました。 

 今ちょっとお聞きしてて気になったのが、児童の方が家に持ち帰って、そして充電せず

に学校に持ってきた場合、授業でも使うと。そのときになると、全然充電されていない状

態になる可能性はあるわけですよね。そういう場合というのは、現状どういった形で対応

されているのでしょうか。 

○千福議長 森田課長。 

○森田教育課長 当初、タブレット端末を購入したときに保管庫を各教室に置いてるんで

すけども、その保管庫にＡＣアダプター、充電線を挿してタブレット端末を接続して充電
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するという方法なんですけど、実際忘れてきたら、そこに入れてたらやっぱり二、三時間

の充電時間が必要になってくるんで、その際は延長コード等を利用してＡＣアダプターを

使ってタブレットとつなぐというような措置になろうかと思っています。 

 以上でございます。 

○千福議長 田村議員。 

○田村議員 そうなってくると、１台でしたら対応できますけど、児童数が少ないという

のもありますけど、何台にもなってくるとなかなか対応も困っていったと、そういう意味

では予備があったほうが運営していきやすいということかな。はい、了解いたしました。 

 ここで、もう一つお聞きしたいのが、今回これ消耗品として計上されているんですけれ

ども、こちらＡＣアダプターは消耗品っていうとちょっと僕らの感覚ではずれるなってい

う感じがするんですけども、今回これ消耗品ということで計上されている理由というのは

どのあたりにあるのかお伺いします。 

○千福議長 森田課長。 

○森田教育課長 ＡＣアダプターの１台当たりの単価が５，０００円程度を見込んでおり

まして、一定の期間は使えるとは思うんですけれども、金額的に非常に低うございますの

で、村のルール上一定の安価なものについては消耗品という扱いで計上させていただいて

おります。 

 以上でございます。 

○千福議長 田村議員。 

○田村議員 １つは１万円以内というルールがありますけれども、もう一つ物の性質によ

って、これが備品になる場合もあると思うんですよね。なかなかそこら辺のルールがちょ

っと一致してないなという感じがしますので、当然教育課の話というより全庁的なことに

なってくるんですけども、またちょっとご検討いただきたいなというふうに思います。 

 以上です。 

○千福議長 ほかにありませんか。 

 平田議員。 

○平田議員 小学校と中学校の消防関係の修繕費とありますが、具体的な内容を教えてほ

しいんですが。 

○千福議長 森田課長。 

○森田教育課長 学校施設につきましては、毎年消防設備の点検ということで、法律に基

づいて実施をしておるところでございます。 

 今回、一定の不良箇所が見つかりまして、できるだけ早く修繕したいということで、当
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初予算でも修繕費組まさせていただいてるんですが、ほかで今回小・中学校で修繕箇所が

多くございまして不足が出てまいりましたので、補正をさせていただくものでございま

す。 

 内容につきましては、大きく各校とも自動火災報知設備にバッテリーがついてるんです

けども、しばらく交換してなかったもので指摘を受けた件と、あと千早小吹台小学校でし

たら、消火栓のホースの耐圧試験がこれもできておらず、ホースが非常時にもつかどうか

の試験をする必要があるというご指摘、あと非常灯でありましたり細かな表示板でありま

したり、一定割れてるとか球が切れてるとかその辺含めてございましたので、今回の補正

予算で計上させていただきました。 

 以上でございます。 

○千福議長 平田議員。 

○平田議員 ありがとうございます。建物自身が学校のほう徐々にやっぱり年数たってい

ってますんで、予算的には今後こういう修繕費というのはどれぐらいの増で予算を組んで

いらっしゃるか教えていただければと思います。 

○千福議長 森田課長。 

○森田教育課長 例年、当初予算で先ほども申し上げましたように計上させていただいて

おるところですけれども、修繕箇所によりましては幾らかかるというのはなかなか見込め

ないところで、当初予算では概算で１校当たり五、六十万円程度予算計上させていただい

ておるところでございますけれども、もし多額の費用が要るようであれば今回のような補

正予算をお願いするケース、それでも間に合わなかったらまた財政部局と相談の上予備費

を充当いただくということで対処したいと思っております。 

 以上でございます。 

○平田議員 ありがとうございます。 

○千福議長 よろしいですか。 

○平田議員 はい。 

○千福議長 ほかにありませんか。 

 井上議員。 

○井上議員 今、平田議員が質問された件で、報知器バッテリーというのがあったんです

けど、これは火災報知機のバッテリーですか。これに関しては、例えば定期的に電池を替

えるとかそういう何か決まりはないんでしょうか。 

○千福議長 森田課長。 

○森田教育課長 基本的には、毎年点検で対応できるかどうかというのを専門事業者さん
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に確認をしていただいておるところでございまして、その際に電池でありましたりバッテ

リーが不良であるということでご指摘をいただいたときに交換していくというふうなこと

になっております。 

 ただ、現場で先生方毎日常時目視もしていただいてて、明らかに電源がついていないと

かということであれば、その都度修繕ということで対応しておるところでございます。 

 以上でございます。 

○千福議長 井上議員。 

○井上議員 ちょっとよく分かんないですけど、そのバッテリー自体は耐用年数とかあっ

て、ある程度したらやっぱり交換しないとあかんと思うんですけど、点検のときにしか見

ないということですか。 

○千福議長 森田課長。 

○森田教育課長 毎年点検をしておるところでございますけれども、専門事業者さんも一

定見落とされた年とかあるようでして、今回点検したときにもう既に１０年以上経過して

るとか５年以上経過してるとか、バッテリーの種類によって変わるんですけれども、そう

いうご指摘があったというところでございます。 

 以上でございます。 

○千福議長 井上議員。 

○井上議員 やっぱり火災報知機って非常に大事やと思いますんで、気をつけていただか

ないと駄目やと思いますんで、業者さんには重々言ってもらって、これからそういうこと

がないようによろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○千福議長 ほかにありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○千福議長 これにて質疑を終結します。 

 これより議案第２号に対する討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○千福議長 これにて討論を終結します。 

 本案にご意見はありませんか。 

（「意見なし」の声あり） 

○千福議長 これより議案第２号を採決します。 

 お諮りします。 
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 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○千福議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

○千福議長 続いて、議事日程第５、議案第３号動産の取得についてを議題とします。 

 提案者の説明を求めます。 

 南本村長。 

○南本村長 議案第３号は、動産の取得についてでございます。 

 本議案は、地方自治法第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第３条の規定により、７００万円以上の動産の取得について議

会の議決を求めるものでございます。 

 内容につきましては担当より説明いたしますので、ご議決賜りますようお願い申し上

げ、提案理由といたします。 

○千福議長 詳細説明を日谷総務課長。 

○日谷総務課長 それでは、議案第３号動産の取得についてご説明いたします。 

 本議案につきましては、令和３年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

対象事業で、固定電話の利用による職場内の感染拡大を防止するためＰＨＳを購入するも

のでございます。 

 まず、１の取得する動産につきましては、ＰＨＳ電話機１５０台及びＰＨＳ接続装置、

アンテナ１８台でございます。 

 ２の契約の方法は、随意契約でございます。 

 ３の取得金額は、１，０８９万円でございます。 

 ４の取得の相手方は、大阪府大阪市西区阿波座２丁目１番１１号、西日本電信電話株式

会社関西支店執行役員関西支店長小川成子でございます。 

 以上、説明とさせていただきます。 

○千福議長 お諮りします。 

 議案第３号については、会議規則第３９条第３項の規定により委員会付託を省略するこ

とにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○千福議長 異議なしと認めます。よって、議案第３号については委員会付託を省略しま

す。 

 これより本案に対する質疑に入ります。 
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 ありませんか。 

 田村議員。 

○田村議員 ＰＨＳ１５０台及びＰＨＳ接続装置１８台、こちらの単価をお伺いできます

でしょうか。 

○千福議長 日谷課長。 

○日谷総務課長 まず、ＰＨＳの電話機でございますが、１台当たり税抜きで約３万７，

０００円掛ける１５０台掛ける消費税となります。 

 あと、アンテナでございますが、こちらが場所によって若干数字が異なりますけれど

も、１つ当たりが６万３，５００円掛ける１７か所と１か所が１４万８，０００円という

ちょっと１か所数字が違うんですけども、この合計額になります。 

 以上でございます。 

○千福議長 田村議員。 

○田村議員 ありがとうございます。こちらの１４万円というのは、何か基幹というんで

すかね、集約するような機具ということでしょうか。 

○千福議長 日谷課長。 

○日谷総務課長 こちらも同じくアンテナでございまして、場所が給食センター、少し場

所が離れてるところということもございまして、あと残りの部分が役場庁舎と保健センタ

ー等ということで、若干その辺の距離的な問題もあるか分からないですが、少しそこで単

価が異なっていると思います。 

 以上でございます。 

○千福議長 田村議員。 

○田村議員 こちらは、実際の運用としてはＰＨＳから一度ＰＨＳ相互のやり取りになる

んですかね。それとも、ＰＨＳから一度内線を経由して着信となるんでしょうか、教えて

ください。 

○千福議長 課長。 

○日谷総務課長 基本的に１人１台、まずＰＨＳを渡しまして、それぞれに内線が付与さ

れます。当然、そのＰＨＳ間同士の通話もできますし、そのＰＨＳから外線にかけること

も可能になります。 

 ただ、外から入ってきた外線をそのＰＨＳでは受けることはできないということでござ

いまして、若干その辺の利用の方法は一定のルールというのを決めて使用していきたいな

というふうに考えております。 

 以上でございます。 
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○千福議長 ほかにありませんか。 

 井上議員。 

○井上議員 すみません、ちょっと分からないかも分からないですけど、これＰＨＳなん

ですけど、大体通話範囲としたらどれぐらいまでいけるんでしょう。 

○千福議長 課長。 

○日谷総務課長 それは距離的な話ということでございますか。先ほど申し上げましたと

おり、役場であったりとか保健センターとか、あと給食センターも言いましたけれども、

くすのきホールも含めまして一応そこのほうにアンテナを設置する予定です。当然、その

アンテナの届く範囲というような形での中での利用ということになりますので、何メート

ルというのはちょっと今分かりかねますけれども、一応状況としてはそういうことでござ

います。 

 以上です。 

○井上議員 ありがとうございます。 

○千福議長 ほかにありませんか。 

 徳丸議員。 

○徳丸議員 このＰＨＳの電話機１５０台ってあるんですけど、この内訳というのはどう

なってるんでしょうか。教えてください。 

○千福議長 日谷課長。 

○日谷総務課長 すみません、内訳というのは、どういう。 

○徳丸議員 どこに何台とかっていうふうな。 

○日谷総務課長 すみません、先ほど申し上げましたとおり、職員１人１台手渡しますの

で、どこにといいますか１人１台持つ状態ということでございます。よろしいでしょう

か。 

○千福議長 徳丸議員。 

○徳丸議員 そしたら、役場とかくすのきホールとかそういうところ全て役場の職員が１

人１台ということですね。 

○千福議長 日谷課長。 

○日谷総務課長 ご指摘のとおりでございます。 

○千福議長 ほかにありませんか。ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○千福議長 これにて質疑を終結します。 

 これより議案第３号に対する討論に入ります。 
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 討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○千福議長 これにて討論を終結します。 

 本案にご意見はありませんか。 

（「意見なし」の声あり） 

○千福議長 これより議案第３号を採決いたします。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○千福議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

○千福議長 議事日程第６、議案第４号動産の取得についてを議題とします。 

 提案者の説明を求めます。 

 南本村長。 

○南本村長 議案第４号は、動産の取得についてでございます。 

 本議案は、地方自治法第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第３条の規定により、７００万円以上の動産の取得について議

会の議決を求めるものでございます。 

 内容につきましては担当より説明いたしますので、ご議決賜りますようお願い申し上

げ、提案の理由といたします。 

○千福議長 詳細説明を日谷総務課長。 

○日谷総務課長 それでは、議案第４号動産の取得についてご説明いたします。 

 本議案につきましては、令和３年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

事業でございまして、新型コロナウイルス感染対策として千早赤阪村議会議場会議マイク

システム機器を新たに取得するものでございます。 

 １の取得する動産につきましては、別紙のとおりでございまして、会議マイクシステム

の機器一式でございます。 

 ２の契約の方法につきましては、事後審査型条件付一般競争入札による契約でございま

す。この一般競争入札につきましては、２者が入札し１２月２７日に開札を実施いたしま

した。開札の結果として、落札候補者について審査を行い、１月１１日付で仮契約を締結

しているものでございます。 

 ３の取得金額につきましては、１，０５０万５，０００円でございます。 
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 ４の取得の相手方は、大阪市北区中崎西４丁目２番２７号、株式会社東和エンジニアリ

ング関西支社支社長河合慶二でございます。 

 以上、説明とさせていただきます。 

○千福議長 お諮りします。 

 議案第４号については、会議規則第３９条第３項の規定により委員会付託を省略するこ

とにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○千福議長 異議なしと認めます。よって、議案第４号については委員会付託を省略しま

す。 

 これより本案に対する質疑に入ります。 

 ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○千福議長 これにて質疑を終結します。 

 これより議案第４号に対する討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○千福議長 これにて討論を終結します。 

 本案にご意見はありませんか。 

（「意見なし」の声あり） 

○千福議長 これより議案第４号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○千福議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

○千福議長 議事日程第７、次期議会の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮

問に関する事項についてを議題とします。 

 本件につきましては、議会運営委員長の田村委員長から閉会中に次期議会の会期日程等

の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項について調査を行いたいとの申出が

ありました。 

 お諮りします。 

 委員長からの申出のとおり閉会中に調査を行うことにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○千福議長 異議なしと認めます。よって、閉会中に調査を行う旨決しました。 

 以上をもちまして本臨時会に付議された案件は全部終了しました。 

 これで本日の会議を閉じ、令和４年第１回千早赤阪村議会臨時会を閉会します。 

 皆さんお疲れさまでした。 

午前１１時１２分 閉会 
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